
者
の
選
定
の
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

（
利
用
料
金
の
減
額
又
は
免
除
）

第
三
条
　
条
例
第
十
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
場
合
は
職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
六
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
職
業
訓
練
の
実
施
の
た
め
に
利
用
す
る
場

合
と
し
、
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
額
は
利
用
料
金
の
三
分
の
一
の
額
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
の
施
行
の
日
前
に
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ

ー
の
管
理
に
関
し
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
の
指
定
が
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
指
定
の
申
請
書
に
つ
い
て
は
、

第
二
条
及
び
別
記
様
式
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

○
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
三

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
三
十
九
号

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十

二
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
）

第
二
条
　
条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
山
梨
県
立
中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理

者
の
指
定
の
申
請
は
、
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書
（
別
記
様
式
）
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し

て
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
事
業
計
画
書

二
　
収
支
計
画
書

三
　
実
施
体
制
を
記
載
し
た
書
類

四
　
団
体
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類

五
　
定
款
、
寄
附
行
為
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

六
　
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
に
限
る
。）

七
　
知
事
が
指
定
す
る
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
指
定
管
理

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
二
年

十
二
月
二
十
四
日

号
外
第
九
十
号

金　曜　日



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

二

別記様式（第２条関係）



山
梨
県
規
則
第
四
十
号

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

山
梨
県
知
事

横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二
　
学
業
成
績
証
明
書

三

申
請
者
が
属
す
る
世
帯
に
係
る
所
得
に
関
す
る
申
立
書
（
第
二
号
様
式
）
及
び
当
該
所
得
を
証

明
す
る
書
類

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

第
八
条
の
三
第
三
号
中
「
第
七
条
第
二
十
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
五
項
」
に
、「
次
条
第
一
号
」

を
「
次
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
七
条
第
五
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
同
条
第
八

項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
四
第
二
号
中
「
介
護
保
険
法
第
七
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
貸
与
を
開
始
し
た
修
学
資
金
に
関
す
る
特
例
）

２

平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
貸
与
を
開
始
し
た
修
学
資
金
に
係
る
返
還
の
免
除
に
つ
い
て

は
、
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
条
例
第
六
条
第
一
項
各
号

又
は
第
八
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第
九

条
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

三



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

四

第１号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

五

第２号様式（第２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

六

第３号様式（第３条関係）



「
氏

第
四
号
様
式
中
「
山
梨
県
知
事
　
氏
　
　
名
　
殿
」
を
「
山
梨
県
知
事
　
殿
」
に
、「
氏
名
」
を

電

名

に
改
め
る
。

話
番
号
」

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「
山
梨
県
知
事
●
氏
●
●
名
●
殿
」
を
「
山
梨
県
知
事
●
殿
」
に
、

「
氏
名

「
氏
名
」
を
　
　
　
　
　
　
に
、
「
月
か
ら
」
を
「
月
分
か
ら
」
に
、
「
月
ま
で
」
を
「
月
分
ま
で
」

電
話
番
号
」

に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

七

山
梨
県
知
事
　
氏
　
　
名
　
殿

山
梨
県
知
事
●
殿

月
か
ら

月
分
か
ら

月
ま
で

月
分
ま
で

山
梨
県
知
事
　
氏
　
　
名
　
殿

山
梨
県
知
事
●
殿

名
話
番
号

氏電
氏
名

氏
　
　
名

電
話
番
号

氏
名



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

八

第７号様式（第９条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

九

第８号様式（第１１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

一
〇

第９号様式（第１１条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

一
一

第10号様式（第１２条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

一
二

第11号様式（第１４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

一
三

第12号様式（第１４条関係）



山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

一
四

第13号様式（第１４条関係）



附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
看
護
職
員
修
学
資
金
の
貸
与
の
決
定
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
規
則
に

よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
様
式
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
九
十
号
　
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

一
五
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梨
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号
外
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号
　
　
平
成
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十
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二
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四
日

一
六


